
平成２８年度

尼 崎 市 立 幼 稚 園

園 児 募 集 の し お り

尼崎市教育委員会

遊びを通して学び、「生きる力の基礎」を培います



平成２８年度の尼崎市立幼稚園の園児を募集します。

学務課 市役所本庁北館３階 6489-6738

★印のある幼稚園は、特別な支援が必要で園生活に配慮を要する幼児も募集しています。

※５歳児の募集人員については、直接、各幼稚園へお問い合わせください。

※博愛、梅園、富松、武庫南、武庫庄幼稚園は平成２７年度末で廃園となるため、園児の募集はありません。

※徒歩通園が原則ですが、1.2km を超える遠距離通園においては、自転車通園の許可又は公共交通機関の利用

に要する経費の一部が補助される場合もあります。

（詳しくは幼稚園教育振興担当 6489-6711 まで）

園名
定員

（4 歳児）
所在地 電話番号 園名

定員

（4 歳児）
所在地 電話番号

★竹谷 60 北竹谷町 2丁目 36 6411-3442 ★武庫 90 武庫元町 2丁目 25-9 6431-0945

★長洲 30 長洲東通3丁目7-48 6481-8042 武庫北 30 常松 2丁目 14-60 6431-9540

★大庄 30 大庄中通4丁目43-1 6416-7101 ★園田 60 口田中 1 丁目 2-17 6491-8686

★大島 30 稲葉荘 1 丁目 9-25 6416-0693 ★園和 30 東園田町 6丁目 90-1 6491-9358

★立花 60 栗山町 2 丁目 26-2 6428-0115 ★園和北 30 東園田町 3丁目 76-1 6491-9400

立花東 30 南塚口町5丁目16-1 6426-7810 ★小園 60 小中島 3 丁目 17-3 6492-0444

★塚口 60 塚口町 2 丁目 13-9 6421-1681

事 項 説 明

入 園 資 格
４歳児：平成２３年４月２日～

平成２４年４月１日生まれ

５歳児：平成２２年４月２日～

平成２３年４月１日生まれ

出 願 の 手 続 き

１ 「入園願」の交付及び受付期間：

平成２７年１０月１日（木）～１０月７日（水）（土・日曜日を除く）

午後２時３０分から午後４時３０分

２ 交付及び受付場所：入園を希望するそれぞれの幼稚園で行います。

※印鑑必要

入 園 者 の 選 抜

定員を超えて応募があった場合、抽選をします。

抽選日時：平成２７年１０月１５日（木）午後３時から

抽選場所：入園申し込みした幼稚園

＊詳しくは「抽選要領」をご覧ください。

そ の 他

１ お問い合わせ先：各幼稚園又は学務課

２ 幼稚園の併願は禁止のため、応募は１園に限ります。

３ 欠員がある場合は、平成２７年１０月１６日（金）から、各幼稚園で随時

入園の受付を行います。（受付は開園日の午前９時から午後４時３０分）

４ 特別な支援が必要で園生活に配慮を要する幼児の保護者は、必ず出願期間

内に園長にご相談ください。（受付時にはできるだけお子様とご一緒にご来園

ください）

５ 幼稚園には通園区域の設定はありません。



子ども・子育て支援新制度について

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、幼稚園を利用する際の手続きや保育料は次のとおりとなって
います。

１ 利用手続きについて

新制度では、幼稚園の利用にあたって、利用資格の確認（支給認定）を受けることが必要になります。
この支給認定は、保護者の申請に基づき、市が「支給認定証」を交付することにより行います。

【基本的な手続きの流れ】

２ 保育料について

新制度では、所得に応じた負担（応能負担）を基本として、国が定める水準を上限に、市が設定するた
め、保育料は次のとおりとなっています。

尼崎市における１号認定子どもの保育料

☆母子家庭等については、国の軽減措置に基づき、設定しています。

※保育料は、市民税所得割課税額（父母等の所得割額の合算）を基に決定します。

※「推定年収」は、夫婦と子ども２人世帯の場合のおおまかな目安です。

※幼稚園年少から小学校３年生までの範囲において、最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降に

ついては０円となります。

※上記の保育料に加えて、別途、各幼稚園が定める諸費（実費負担額）が必要となります。

階層区分 推定年収 保育料（月額） 【参考】国基準額

① 生活保護世帯 ― ０円 ０円

②-1
市民税非課税世帯（市民税所得割非課税

世帯含む）（母子家庭等）☆
～270 万円

０円 ０円

②-2
市民税非課税世帯（市民税所得割非課税

世帯含む）（その他）
２，２００円 ３，０００円

③-1
市民税所得割課税額

77,100 円以下（母子家庭等）☆
～360 万円

１０，４００円 １５，１００円

③-2
市民税所得割課税額

77,100 円以下（その他）
１１，４００円 １６，１００円

④ 市民税所得割課税額 211,200 円以下 ～680 万円 １６，１００円 ２０，５００円

⑤ 市民税所得割課税額 211,201 円以上 680 万円～ ２３，８００円 ２５，７００円



幼稚園での生活の概要

１ お休みの日

⑴ 祝日、土・日曜日

⑵ 幼稚園創立記念日（各幼稚園でおたずねください）

⑶ 夏休み（夏季休業日）７月２１日～８月３１日

⑷ 冬休み（冬季休業日）１２月２１日～翌年の１月１０日

⑸ 春休み（春季休業日）３月２１日～４月９日

２ １週間の生活（時期や各幼稚園により異なることもあります）

月曜日：8:30 登園 （お弁当日） 14:30 降園

火曜日：8:30 登園 （お弁当日） 14:30 降園

水曜日：8:30 登園 12:00 降園

木曜日：8:30 登園 （お弁当日） 14:30 降園

金曜日：8:30 登園 12:00 降園

※ 各幼稚園では有償で「なかよしひろば」（一時預かり保育）を実施しています。

３ 主な行事（園により異なることもあります）

⑴ 儀式的なもの：入園式、始業式、終業式、卒園式

⑵ 保健的なもの：身体測定（毎月）、健康診断、歯磨き指導など

⑶ 体育的なもの：運動会、園外保育など

⑷ 文化的なもの：絵画制作展、音楽会、生活発表会など

⑸ 季節的なもの：七夕まつり、夏まつり、十五夜、節分、ひなまつりなど

⑹ 安全対策 ：交通安全指導、避難訓練など

⑺ その他 ：誕生会（毎月）、お楽しみ会、おわかれ会、

家庭訪問、参観日、学級懇談会、個人懇談会


